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１

ペ
ー
ジ

人
事
委
員
会
規
則

◯
人
事
委
員
会
規
則
二
―
三
（
事
務
局
長
に
対
す
る
権
限
の
委
任
）
及

び
人
事
委
員
会
規
則
四
―
五
（
職
員
の
任
用
）
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１

◯
人
事
委
員
会
規
則
七
―
〇
（
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
）
の

一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１

◯
人
事
委
員
会
規
則
七
―
二
（
給
料
の
調
整
額
）
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１

◯
人
事
委
員
会
規
則
七
―
三
（
管
理
職
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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…
…
２

◯
人
事
委
員
会
規
則
七
―
八
（
宿
日
直
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
５

◯
人
事
委
員
会
規
則
七
―
三
三
（
給
料
表
の
適
用
範
囲
）
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
５

◯
人
事
委
員
会
規
則
七
―
四
六
（
特
殊
勤
務
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
５

◯
人
事
委
員
会
規
則
七
―
六
二
（
特
地
勤
務
手
当
等
）
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
６

◯
人
事
委
員
会
規
則
九
―
九
（
公
益
法
人
等
へ
の
職
員
の
派
遣
等
）
の

一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
６

人
事
委
員
会
規
則
二
―
三
（
事
務
局
長
に
対
す
る
権
限
の
委
任
）
及
び
人

事
委
員
会
規
則
四
―
五
（
職
員
の
任
用
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ

に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

秋
田
県
人
事
委
員
会
委
員
長
　
柴
　
田
　
一
　
宏
　

人
事
委
員
会
規
則
二
―
三
（
事
務
局
長
に
対
す
る
権
限
の
委
任
）
及

び
人
事
委
員
会
規
則
四
―
五
（
職
員
の
任
用
）
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則

（
規
則
二
―
三
（
事
務
局
長
に
対
す
る
権
限
の
委
任
）
の
一
部
改
正
）

第
一
条

規
則
二
―
三
（
事
務
局
長
に
対
す
る
権
限
の
委
任
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
中
第
十
二
号
を
第
十
四
号
と
し
、
第
四
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で

を
二
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
三
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

四
　
規
則
四
―
五
第
十
二
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
人
事
委
員

会
の
認
定

五
　
規
則
四
―
五
第
十
二
条
第
一
項
第
三
号
又
は
同
条
第
二
項
第
一
号

の
規
定
に
よ
る
採
用
候
補
者
の
削
除
に
関
す
る
こ
と
。

（
規
則
四
―
五
（
職
員
の
任
用
）
の
一
部
改
正
）

第
二
条

規
則
四
―
五
（
職
員
の
任
用
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

十
四
条
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
第
十
二
条
第
一
項
第
三
号
又
は
同
条
第
二
項
第
一
号
の
規

定
に
よ
り
採
用
候
補
者
を
名
簿
か
ら
削
除
し
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で

な
い
。

第
十
六
条
第
二
項
中
「
と
と
も
に
、
当
該
名
簿
に
登
載
さ
れ
て
い
る
残

存
採
用
候
補
者
に
対
し
て
も
、
そ
の
旨
を
通
知
す
る
」
を
削
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

人
事
委
員
会
規
則
七
―
〇
（
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
）
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

秋
田
県
人
事
委
員
会
委
員
長
　
柴
　
田
　
一
　
宏

人
事
委
員
会
規
則
七
―
〇
（
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
）
の

一
部
を
改
正
す
る
規
則

規
則
七
―
〇
（
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
チ
の
表
七
級
の
項
中
「
｜
　
特
に
規
模
の
大
き
い
医
療
機
関
の

「
｜
１
　
規
模
の
大
き
い
家
畜
保
健
衛
生
所
の
所
長

薬
局
の
長
の
職
務
」
を
　
｜｜
２
　
特
に
規
模
の
大
き
い
医
療
機
関
の
薬
局
の

の
職
務

に
改
め
る
。

長
の
職
務
」

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

人
事
委
員
会
規
則
七
―
二
（
給
料
の
調
整
額
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

秋
田
県
人
事
委
員
会
委
員
長
　
柴
　
田
　
一
　
宏

人
事
委
員
会
規
則
七
―
二
（
給
料
の
調
整
額
）
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則

規
則
七
―
二
（
給
料
の
調
整
額
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
千
秋
学
園
の
項
中
「
主
幹
及
び
主
任
専
門
員
」
を
「
班
長
及
び

専
門
主
幹
」
に
改
め
、
同
表
流
域
下
水
道
事
務
所
の
項
中
「
二
」
を
「
一
」

「

に
改
め
、
同
表
警
察
本
部
刑
事
部
科
学
捜
査
研
究
所
の
項
中
　
　
　
　
　
　を

」

「

に
改
め
る
。

」
附
　
則

人

事

委

員

会

規

則

｜
　
特
に
規
模
の
大
き
い
医
療
機
関
の

｜
１
　
規
模
の
大
き
い
家
畜
保
健
衛
生
所
の
所
長

薬
局
の
長
の
職
務
　
　
　
｜｜
２
　
特
に
規
模
の
大
き
い
医
療
機
関
の
薬
局
の

の
職
務
　

長
の
職
務

１２３

法
医

本
務

化
学

務
と

理
学

事
す

学
の
知
識
を
利
用
し
て
行
う
鑑
定
の
作
業
に
従
事
す
る
こ
と
を

と
す
る
職
員

の
知
識
を
利
用
し
て
行
う
鑑
定
の
作
業
に
従
事
す
る
こ
と
を
本

す
る
職
員

又
は
銃
器
弾
薬
類
の
知
識
を
利
用
し
て
行
う
鑑
定
の
作
業
に
従

る
こ
と
を
本
務
と
す
る
職
員

二一

１２３

法
医
学
の
知
識
を
利
用
し
て
行
う
鑑
定
の
作
業
に
従
事
す
る
こ
と

本
務
と
す
る
職
員

化
学
の
知
識
を
利
用
し
て
行
う
鑑
定
の
作
業
に
従
事
す
る
こ
と
を

務
と
す
る
職
員

理
学
又
は
銃
器
弾
薬
類
の
知
識
を
利
用
し
て
行
う
鑑
定
の
作
業
に

事
す
る
こ
と
を
本
務
と
す
る
職
員

を本従

一
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２

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
規
則
七
―
二
（
給
料
の
調
整
額
）
（
以
下

「
改
正
後
の
規
則
」
と
い
う
。
）
別
表
第
一
の
調
整
数
欄
に
掲
げ
る
調
整

数
が
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
規
則
七
―
二
（
給
料
の
調
整
額
）
別
表

第
一
に
お
け
る
調
整
数
に
満
た
な
い
職
を
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
の
前
日

か
ら
引
き
続
き
占
め
る
職
員
に
つ
い
て
の
改
正
後
の
規
則
第
二
条
第
二
項

の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間

に
お
い
て
引
き
続
き
当
該
職
を
占
め
る
間
、
同
項
中
「
掲
げ
る
調
整
数
」

と
あ
る
の
は
、
「
掲
げ
る
調
整
数
に
一
を
加
え
た
数
」
と
す
る
。

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

人
事
委
員
会
規
則
七
―
三
（
管
理
職
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を

こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

秋
田
県
人
事
委
員
会
委
員
長
　
柴
　
田
　
一
　
宏

人
事
委
員
会
規
則
七
―
三
（
管
理
職
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則

規
則
七
―
三
（
管
理
職
手
当
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
中
「
採
用
さ
れ
た
職
員
」
の
下
に
「
（
以
下
「
再
任
用
職
員
」
と

い
う
。
）
」
を
、
「
し
て
い
る
職
員
」
の
下
に
「
（
以
下
「
育
児
短
時
間
勤

務
職
員
等
」
と
い
う
。
）
」
を
、
「
得
た
数
」
の
下
に
「
（
以
下
「
算
出

率
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

別
表
第
一
に
掲
げ
る
職
を
占
め
る
職
員
の
う
ち
再
任
用
職
員
に
支
給
す

る
管
理
職
手
当
の
額
は
、
当
該
職
員
に
適
用
さ
れ
る
給
料
表
の
別
並
び
に

当
該
職
員
の
属
す
る
職
務
の
級
及
び
当
該
職
に
係
る
前
条
の
規
定
に
よ
る

区
分
に
応
じ
、
別
表
第
三
の
管
理
職
手
当
の
額
欄
に
定
め
る
額
（
法
第
二

十
八
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
短
時
間
勤
務
の
職
を
占
め
る
職
員
に
あ

つ
て
は
そ
の
額
に
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
第
二
条
第

三
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
そ
の
者
の
勤
務
時
間
を
同
条
第
一
項
に

規
定
す
る
勤
務
時
間
で
除
し
て
得
た
数
を
、
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
に

あ
つ
て
は
そ
の
額
に
算
出
率
を
そ
れ
ぞ
れ
乗
じ
て
得
た
額
と
し
、
そ
の
額

に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
額
）
と

す
る
。

「
出
納
局
長

別
表
第
一
知
事
部
局
本
庁
の
項
中
「
出
納
局
長
」
を
　
　
　
　
　
　
に
改

防
災
技
監
」

め
、
「
国
体
・
障
害
者
ス
ポ
ー
ツ
大
会
局
長
」
、
「
将
来
構
想
推
進
監
」
及

び
「
報
道
専
門
員
」
を
削
り
、
同
表
知
事
部
局
地
域
振
興
局
農
林
部
仙
北
平

野
農
村
整
備
事
務
所
の
項
を
削
り
、
同
表
知
事
部
局
地
域
振
興
局
の
項
中

「
建
設
部
」
を
「
建
設
部
河
川
砂
防
課
」
に
改
め
、
同
表
知
事
部
局
産
業
技

術
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
の
項
中
「
高
度
技
術
研
究
所
副
所
長
」
を
削
り
、

「
工
業
技
術
セ
ン
タ
ー
次
長

「
工
業
技
術
セ
ン
タ
ー
次
長
」
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
、
同
表

高
度
技
術
研
究
所
次
長
　
」

「

「

知
事
部
局
太
平
療
育
園
の
項
中
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
　
　
　
　
　
　
　

」

「

「

に
、

を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

」

に
改
め
、
同
表
知
事
部
局
児
童
会
館
の
項
を
削
り
、
同
表
リ
ハ
ビ
リ
テ

」

「
総
看
護
師

ー
シ
ョ
ン
・
精
神
医
療
セ
ン
タ
ー
の
項
中
「
総
看
護
師
長
」
を

事
務
部
次

「

長

に
改
め
、
同
表
知
事
部
局
病
害
虫
防
除
所
の
項
中
　
　
　
　
　
　
　
　

長
」

「
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
改
め
、
同
表
知
事
部
局
職
業
能
力

」

」

開
発
校
の
項
中
「
校
長
（
鷹
巣
技
術
専
門
校
を
除
く
。
）
」
を
「
校
長
」
に

改
め
、
「
校
長
（
鷹
巣
技
術
専
門
校
に
限
る
。
）
」
を
削
り
、
同
表
知
事
部

局
秋
田
中
央
道
路
建
設
事
務
所
の
項
を
削
り
、
同
表
知
事
部
局
労
働
委
員
会

「

「

事
務
局
の
項
中
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

」

「
次
長

に
改
め
、
同
表
議
会
事
務
局
の
項
中
「
次
長
」
を
　
　
　
　
に
改
め
、
同
表

参
事
」

人
事
委
員
会
事
務
局
の
項
中
「
参
事
」
を
削
り
「
二
種
」
を
「
一
種
」
に
改

「

「

め
、
同
表
教
育
委
員
会
教
育
事
務
所
の
項
中
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を

」

に
改
め
、
同
表
教
育
委
員
会
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
の
項

」

中
「
課
長
」
を
「
主
任
専
門
員
」
に
改
め
、
同
表
警
察
警
察
学
校
の
項
中

「
副
校
長
　

「
副
校
長
」
を
　
　
　
　
　
に
改
め
る
。

調
査
官
」

別
表
第
二
の
次
に
次
の
一
表
を
加
え
る
。

園
長

二
種

班
長

専
門
主
幹

総
看
護
師
長

五
種

班
長

専
門
主
幹

総
看
護
師
長

副
総
看
護
師
長

五
種

六
種

園
長

副
園
長

二三

種種

所
長

班
長

専
門
主
幹

五

種

所
長

班
長

専
門
主
幹

四
種

五
種

事
務
局
長

参
事

一
種

二
種

事
務
局
長

二
種

園
長

副
園
長

二三

所
長

三
種

所
長

主
幹

三
種

五
種
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別表第３（第３条関係）

１　行政職給料表

職　務　の　級

９　　　　　級

８　　　　　級

７　　　　　級

６　　　　　級

５　　　　　級

４　　　　　級

３　　　　　級

区　　　　　分

一　　　　　種

一　　　　　種

二　　　　　種

三　　　　　種

三　　　　　種

四　　　　　種

五　　　　　種

六　　　　　種

七　　　　　種

四　　　　　種

五　　　　　種

六　　　　　種

七　　　　　種

五　　　　　種

六　　　　　種

七　　　　　種

五　　　　　種

管　理　職　手　当　の　額

112,900円

099,800円

079,800円

065,600円

057,800円

051,400円

045,000円

038,500円

032,100円

047,200円

041,300円

035,400円

029,500円

039,100円

033,500円

027,900円

036,300円

２　公安職給料表

職　務　の　級

９　　　　　級

８　　　　　級

７　　　　　級

６　　　　　級

区　　　　　分

二　　　　　種

二　　　　　種

三　　　　　種

四　　　　　種

三　　　　　種

四　　　　　種

管　理　職　手　当　の　額

083,800円

077,300円

062,900円

056,000円

058,500円

052,000円

３　教育職給料表（１）

職　務　の　級

４　　　　　級

３　　　　　級

区　　　　　分

四　　　　　種

五　　　　　種

六　　　　　種

四　　　　　種

五　　　　　種

六　　　　　種

七　　　　　種

管　理　職　手　当　の　額

068,000円

059,500円

051,000円

054,100円

047,300円

40,600円（条例別表第４第１号の表の備考２に定める職員

にあつては、41,500円）

33,800円（条例別表第４第１号の表の備考２に定める職員

にあつては、34,600円）
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２　　　　　級 五　　　　　種

六　　　　　種

七　　　　　種

039,100円

033,500円

027,900円

４　教育職給料表（２）

職　務　の　級

４　　　　　級

３　　　　　級

２　　　　　級

区　　　　　分

四　　　　　種

五　　　　　種

六　　　　　種

四　　　　　種

五　　　　　種

六　　　　　種

七　　　　　種

五　　　　　種

六　　　　　種

七　　　　　種

管　理　職　手　当　の　額

066,300円

058,000円

049,800円

053,000円

046,400円

39,800円（条例別表第４第２号の表の備考２に定める職員

にあつては、40,700円）

33,100円（条例別表第４第２号の表の備考２に定める職員

にあつては、33,900円）

038,600円

033,100円

027,600円

５　研究職給料表

職　務　の　級

５　　　　　級

４　　　　　級

３　　　　　級

区　　　　　分

一　　　　　種

二　　　　　種

三　　　　　種

四　　　　　種

五　　　　　種

四　　　　　種

五　　　　　種

管　理　職　手　当　の　額

098,300円

078,700円

059,900円

053,300円

046,600円

046,200円

040,400円

６　医療職給料表（１）

職　務　の　級

４　　　　　級

３　　　　　級

２　　　　　級

区　　　　　分

一　　　　　種

二　　　　　種

三　　　　　種

二　　　　　種

三　　　　　種

四　　　　　種

四　　　　　種

管　理　職　手　当　の　額

115,900円

092,700円

083,500円

078,100円

070,300円

062,500円

053,800円
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附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

人
事
委
員
会
規
則
七
―
八
（
宿
日
直
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を

こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

秋
田
県
人
事
委
員
会
委
員
長
　
柴
　
田
　
一
　
宏

人
事
委
員
会
規
則
七
―
八
（
宿
日
直
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則

規
則
七
―
八
（
宿
日
直
手
当
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
八
号
中
「
由
利
地
域
振
興
局
建
設
部
又
は
」
を
削
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

人
事
委
員
会
規
則
七
―
三
三
（
給
料
表
の
適
用
範
囲
）
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

秋
田
県
人
事
委
員
会
委
員
長
　
柴
　
田
　
一
　
宏

人
事
委
員
会
規
則
七
―
三
三
（
給
料
表
の
適
用
範
囲
）
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則

規
則
七
―
三
三
（
給
料
表
の
適
用
範
囲
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

三
条
第
一
項
第
六
号
中
「
国
体
・
障
害
者
ス
ポ
ー
ツ
大
会
局
、
子
育
て

支
援
課
」
を
「
秘
書
課
」
に
、
「
環
境
あ
き
た
創
造
課
、
公
文
書
館
又
は
児

童
会
館
」
を
「
産
業
経
済
政
策
課
、
雇
用
労
働
政
策
課
又
は
公
文
書
館
」
に

改
め
る
。

第
三
条
の
二
第
一
項
第
四
号
中
「
国
体
・
障
害
者
ス
ポ
ー
ツ
大
会
局
、
子

育
て
支
援
課
」
を
「
総
合
政
策
課
」
に
、
「
、
公
文
書
館
又
は
児
童
会
館
」

を
「
又
は
秋
田
地
域
振
興
局
福
祉
環
境
部
健
康
づ
く
り
推
進
チ
ー
ム
」
に
改

め
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

人
事
委
員
会
規
則
七
―
四
六
（
特
殊
勤
務
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

秋
田
県
人
事
委
員
会
委
員
長
　
柴
　
田
　
一
　
宏

人
事
委
員
会
規
則
七
―
四
六
（
特
殊
勤
務
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則

７　医療職給料表（２）

職　務　の　級

６　　　　　級

５　　　　　級

４　　　　　級

区　　　　　分

三　　　　　種

四　　　　　種

四　　　　　種

五　　　　　種

六　　　　　種

七　　　　　種

五　　　　　種

管　理　職　手　当　の　額

059,300円

052,700円

046,000円

040,200円

034,500円

028,700円

036,500円

８　医療職給料表（３）

職　務　の　級

６　　　　　級

５　　　　　級

区　　　　　分

四　　　　　種

五　　　　　種

六　　　　　種

七　　　　　種

管　理　職　手　当　の　額

053,200円

041,200円

035,300円

029,500円
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規
則
七
―
四
六
（
特
殊
勤
務
手
当
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
九
条
第
一
項
の
表
、
第
十
二
条
第
一
項
及
び
第
十
三
条
中
「
、
秋
田
中

央
道
路
建
設
事
務
所
」
を
削
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

人
事
委
員
会
規
則
七
―
六
二
（
特
地
勤
務
手
当
等
）
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

秋
田
県
人
事
委
員
会
委
員
長
　
柴
　
田
　
一
　
宏

人
事
委
員
会
規
則
七
―
六
二
（
特
地
勤
務
手
当
等
）
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則

規
則
七
―
六
二
（
特
地
勤
務
手
当
等
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

二
条
の
見
出
し
を
「
（
特
地
公
署
等
）
」
に
改
め
、
同
条
中
「
別
表
」

を
「
別
表
第
一
に
掲
げ
る
公
署
と
し
、
条
例
第
十
三
条
の
三
第
一
項
に
規
定

す
る
人
事
委
員
会
が
指
定
す
る
公
署
（
以
下
「
準
特
地
公
署
」
と
い
う
。
）

は
、
別
表
第
二
」
に
改
め
る
。

第
四
条
第
一
項
第
一
号
中
「
人
事
委
員
会
が
指
定
す
る
こ
れ
に
準
ず
る
公

署
（
以
下
「
」
及
び
「
」
と
い
う
。
）
」
を
削
る
。

別
表
四
級
地
の
項
中
「
北
秋
田
地
域
振
興
局
建
設
部
萩
形
・
森
吉
ダ
ム
管

理
事
務
所
」
を
「
北
秋
田
地
域
振
興
局
建
設
部
河
川
砂
防
課
萩
形
ダ
ム
管
理

事
務
所
」
に
、
「
北
秋
田
地
域
振
興
局
建
設
部
萩
形
・
森
吉
ダ
ム
管
理
事
務

所
森
吉
出
張
所
」
を
「
北
秋
田
地
域
振
興
局
建
設
部
河
川
砂
防
課
森
吉
ダ
ム

管
理
事
務
所
」
に
、
「
北
秋
田
地
域
振
興
局
建
設
部
早
口
ダ
ム
管
理
事
務

所
」
を
「
北
秋
田
地
域
振
興
局
建
設
部
河
川
砂
防
課
早
口
ダ
ム
管
理
事
務

「
山
本
地
域
振
興
局
建
設
部
素
波
里
─

所
」
に
改
め
、
同
表
一
級
地
の
項
中
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
─

・
水
沢
ダ
ム
管
理
事
務
所
　
　
　
─

「
北
秋
田
地
域
振
興
局
建
設
部
河
川
─
大
─

山
本
郡
藤
里
町
粕
毛
字
鹿
瀬
　
　
　
砂
防
課
山
瀬
ダ
ム
管
理
事
務
所
　
─
四

を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
─

内
沢
国
有
林
　
　
　
　
　
　
」

山
本
地
域
振
興
局
建
設
部
河
川
砂
─
山
─
　

防
課
素
波
里
ダ
ム
管
理
事
務
所
　
─
内

館
市
岩
瀬
字
大
川
目
元
渡

の
一
九
八

に
改
め
、
同
項
中
「
山
本
地
域
振
興
局
建
設
部

本
郡
藤
里
町
粕
毛
字
鹿
瀬

沢
国
有
林
　
　
　
　
　
　
」

素
波
里
・
水
沢
ダ
ム
管
理
事
務
所
水
沢
出
張
所
」
を
「
山
本
地
域
振
興
局
建

設
部
河
川
砂
防
課
水
沢
ダ
ム
管
理
事
務
所
」
に
、
「
仙
北
地
域
振
興
局
建
設

部
鎧
畑
ダ
ム
管
理
事
務
所
」
を
「
仙
北
地
域
振
興
局
建
設
部
河
川
砂
防
課
鎧

畑
ダ
ム
管
理
事
務
所
」
に
、
「
仙
北
地
域
振
興
局
建
設
部
協
和
ダ
ム
管
理
事

務
所
」
を
「
仙
北
地
域
振
興
局
建
設
部
河
川
砂
防
課
協
和
ダ
ム
管
理
事
務

「
保
呂
羽
山
少
年
自
然
の
家
　
　
　
─
横
手
市
大
森

所
」
に
改
め
、
同
項
中
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
─
　
　
　
　
　

─
木
屋
七
三
　

町
八
沢
木
字
大

を
削
り
、
同
表
を
別
表
第
一
と
す
る
。

」

別
表
第
一
の
次
に
次
の
一
表
を
加
え
る
。

別
表
第
二
（
第
二
条
関
係
）

附
　
則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
規
則
七
―
六
二
（
特
地
勤
務
手
当
等
）

（
以
下
「
改
正
後
の
規
則
」
と
い
う
。
）
第
二
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ

か
、
保
呂
羽
山
少
年
自
然
の
家
は
、
平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

の
間
、
特
地
公
署
と
す
る
。

３

前
項
に
規
定
す
る
公
署
に
在
勤
す
る
職
員
の
特
地
勤
務
手
当
の
月
額

は
、
改
正
後
の
規
則
第
三
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
平
成
二
十
三
年
三

月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
地
勤
務
手
当
基
礎

額
に
百
分
の
四
を
乗
じ
て
得
た
額
に
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
（
以
下

「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間

に
あ
っ
て
は
百
分
の
百
を
、
同
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
三
年
三
月
三

十
一
日
ま
で
の
間
に
あ
っ
て
は
百
分
の
五
十
を
乗
じ
て
得
た
額
（
そ
の
額

に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
額
）
と

す
る
。

４

附
則
第
二
項
に
規
定
す
る
公
署
に
在
勤
す
る
職
員
の
特
地
勤
務
手
当
に

準
ず
る
手
当
の
月
額
は
、
改
正
後
の
規
則
第
四
条
第
二
項
又
は
第
五
条
第

四
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の

間
、
当
該
公
署
の
級
別
区
分
を
一
級
地
と
し
た
場
合
に
こ
れ
ら
の
規
定
を

適
用
し
て
得
ら
れ
る
額
に
、
施
行
日
か
ら
平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日

ま
で
の
間
に
あ
っ
て
は
百
分
の
百
を
、
同
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
三

年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
あ
っ
て
は
百
分
の
五
十
を
乗
じ
て
得
た
額

（
そ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て

た
額
）
と
す
る
。

（
人
事
委
員
会
規
則
七
―
六
二
（
特
地
勤
務
手
当
等
）
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則
の
一
部
改
正
）

５

人
事
委
員
会
規
則
七
―
六
二
（
特
地
勤
務
手
当
等
）
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則
（
平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日
公
布
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

附
則
第
二
項
の
前
の
見
出
し
及
び
同
項
か
ら
第
四
項
ま
で
を
削
り
、
附

則
第
五
項
中
「
秋
田
地
域
振
興
局
建
設
部
岩
見
ダ
ム
管
理
事
務
所
、
雄
勝

地
域
振
興
局
建
設
部
皆
瀬
・
板
戸
ダ
ム
管
理
事
務
所
及
び
北
秋
田
警
察
署

幸
屋
渡
警
察
官
駐
在
所
」
を
「
秋
田
地
域
振
興
局
建
設
部
河
川
砂
防
課
岩

見
ダ
ム
管
理
事
務
所
及
び
雄
勝
地
域
振
興
局
建
設
部
河
川
砂
防
課
皆
瀬
・

板
戸
ダ
ム
管
理
事
務
所
」
に
改
め
、
同
項
を
附
則
第
二
項
と
し
、
附
則
第

六
項
を
削
り
、
附
則
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

前
項
に
規
定
す
る
公
署
に
在
勤
す
る
職
員
の
特
地
勤
務
手
当
に
準
ず

る
手
当
の
月
額
は
、
改
正
後
の
規
則
第
四
条
第
二
項
又
は
第
五
条
第
四

項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の

間
、
当
該
公
署
を
準
特
地
公
署
と
し
た
場
合
に
こ
れ
ら
の
規
定
を
適
用

し
て
得
ら
れ
る
額
に
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
三

月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
あ
っ
て
は
百
分
の
五
十
を
乗
じ
て
得
た
額

（
そ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
捨

て
た
額
）
と
す
る
。

附
則
第
二
項
の
前
に
見
出
し
と
し
て
「
（
経
過
措
置
）
」
を
付
す
る
。

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

人
事
委
員
会
規
則
九
―
九
（
公
益
法
人
等
へ
の
職
員
の
派
遣
等
）
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

秋
田
県
人
事
委
員
会
委
員
長
　
柴
　
田
　
一
　
宏

人
事
委
員
会
規
則
九
―
九
（
公
益
法
人
等
へ
の
職
員
の
派
遣
等
）
の

一
部
を
改
正
す
る
規
則

規
則
九
―
九
（
公
益
法
人
等
へ
の
職
員
の
派
遣
等
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

「
財
団
法

別
表
第
一
中
「
財
団
法
人
あ
き
た
企
業
活
性
化
セ
ン
タ
ー
」
を

秋
田
お

人
あ
き
た
企
業
活
性
化
セ
ン
タ
ー

に
改
め
る
。

ば
こ
農
業
協
同
組
合
　
　
　
　
　
」

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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